
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 ２０１２年６月１７日              NO,３０８ 

 

 正覚寺は迦葉山 

第三世、桃雲恵見 

によって室町末期 

の天文９年（１５ 

４１）に開基創建 

されたと伝えられ 

ています。 

 むかし根利川を 

挟んで根利は、利 

根郡と北勢多郡に 

分かれており、泉林寺というお寺もありましたが、二つの寺

の住職は、仲が悪くことごとく衝突したと言われています。 

                     八坂神社は、

赤城神社の境内

にあり、新しい

石宮が建てられ

ています。 

                     ７月のお祭り

は、「おぎょん」

（祇園祭）とよ

ばれ、近所の人

が集まります。 

 
こ
ん
に
ち
は
。
消
費
税
増
税
法
案
を
め
ぐ
る
「
修
正
」
協
議
に
つ
い
て
、
７
日
に
開
か
れ
た
民
主
、
自

民
、
公
明
３
党
の
幹
事
長
会
談
で
、
自
民
・
公
明
党
が
協
議
に
応
じ
る
方
針
を
伝
え
、
８
日
か
ら
協
議
が

は
じ
ま
り
、
１５
日
ま
で
の
修
正
合
意
を
め
ざ
す
こ
と
で
一
致
し
ま
し
た
。 

「
修
正
協
議
」
と
い
う
名
の
「
増
税
談
合
」
を
民
主
、
自
民
、
公
明
の
３
党
が
開
始
し
ま
し
た
が
、
ど

ん
な
世
論
調
査
で
も
国
民
の
５０
％
か
ら
６０
％
は
消
費
税
増
税
に
反
対
し
て
お
り
、
３
党
が
国
会
審
議
を

無
視
し
た
「
増
税
談
合
」
で
、
増
税
を
国
民
に
押
し
つ
け
る
な
ど
ま
っ
た
く
許
せ
ま
せ
ん
。 

国
会
で
の
日
本
共
産
党
の
追
求
に
、
消
費
税
５
％
増
税
の
１３
・
５
兆
円
の
う
ち
半
分
以
上
は
社
会
保

障
以
外
に
回
る
こ
と
を
政
府
も
認
め
、
政
府
の
説
明
で
も
社
会
保
障
「
充
実
」
に
回
る
の
は
わ
ず
か
１
％ 

 
 

 
 

 
 

分
で
、
そ
れ
も
年
金
削
減
や
医
療
、
介
護
の
負
担
増
で
ふ
き
と
び
ま
す
。 

 

く
ら
し
と
経
済
を
直
撃
す
る
消
費
税
増
税
は
税
収
を
減
ら
し
、
財
政
も
共
倒
れ
に
す 

 
 

 
 

 
 

る
最
悪
の
道
で
あ
り
、
圧
倒
的
な
世
論
で
増
税
へ
の
暴
走
を
押
し
返
し
ま
し
ょ
う
。 

 市では、３月１２日から４月２６日の間、市内を１キ

ロメートル四方に区分し、その区分内３，３５４カ所で

空間放射線量の測定をおこない、その結果を全戸配布し    

ます。 

       国の指針に沿って市では、この調査に基

づき、毎時０．２３マイクロシーベルト以

上の場所の除染をおこなう予定です。 

 ５月１０日から生活課でおこなっている「食品等放射

性物質検査」は、５月３１日までにたまねぎ、原木しい

たけ、じゃがいも、ほうれん草、米、たけのこ、わらび、

玄米、猪肉など６０件の検査をおこないました。 

 検査で１００ベクレル以上だったものがしいたけ３

件、猪肉２件で、再検査でくわしく測定し 

ても１００ベクレル以上でした。 

 食品の放射能測定については、生活課に 

予約しておこなうことができます。 

 ７日おこなわれた一般質問で大東議員は、福島第一原子力発電所事故に

よる農業や観光業などへの影響と、被害に対する補償の請求に対し市も援

助することや風評被害を防ぐ対策を強めるよう求めました。 

 市長は、「農業では干し椎茸の出荷自粛など大きな被害を受けている。年

末年始の観光客の入り込み状況が前年度対比で、１０３％となり持ち直し

ていると思う」と答え、損害に対する請求については、「農業については

JA を通じておこなっている。観光業については、個別に 

おこなっているので把握できない」と答えました。 

 風評被害対策について市長は、「安全検査をおこない、 

情報を提供し、安心・安全の PR をおこなっていきたい」 

と答え、大東議員は、被害を受けたすべての人が補償請求 

できるよう市が援助するよう強く求めました。                               

 固定資産税の急激な増税を緩和するための措置がこれまでとられてきま

したが、昨年度まで１０分の８だった軽減措置が、今年度から２年間は、    

１０分の９になり、その後は軽減措置が廃止されてしまいます。 

６月定例市議会では、この法律の改定に基づく「沼田市税

条例の一部を改正する条例」、「沼田市都市計画条例の一部を

改正する条例」が提案され、日本共産党以外の議員の賛成で

可決され、固定資産税が増税となってしまいます。 

 


